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平成２２年１２月２日に開催された，第３回原子力安全文化有識者会議の会議資料

ならびに再発防止対策の進捗状況（１１月３０日現在）について，平成２２年３月３

０日付け消防第２７３８号および平成２２年１０月１９日付け消防第１０５４号の申

し入れに基づき，添付資料のとおりご報告いたします。 

 なお，同会議の議事概要については，取り纏め後，別途ご報告いたします。 
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添付－２ 直接原因に係る再発防止対策の有効性評価（平成２２年１１月３０日現在） 
添付－３ 根本原因に係る再発防止対策の進捗状況（平成２２年１１月３０日現在） 
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添付－１ 



 

 

第３回 原子力安全文化有識者会議 出席者名簿 

 

１．地元委員                          （５０音順，敬称略） 

お名前 会社・団体名 

浅沼
あさぬま

 延夫
の ぶ お

 
 日本労働組合総連合会島根県連合会顧問 

 全国労働者共済生活協同組合連合会島根県本部理事長 

石原
いしはら

 孝子
た か こ

 
 松江エネルギー研究会代表 

 環境省環境カウンセラー 

亀
かめ

城
ぎ

 幸
こう

平
へい

  松江市鹿島町古浦自治会長 

曾我部
そ が べ

 國
くに

久
ひさ

 
 島根大学名誉教授（理学博士） 

 出雲科学館名誉会長 

前田
ま え だ

 幸二
こ う じ

  山陰中央新報社特別論説委員 

三好
み よ し

 美弥子
み や こ

  フリーアナウンサー 

２．一般委員                         （５０音順，敬称略） 

お名前 会社・団体名 

宇於崎
う お ざ き

 裕美
ひ ろ み

 

 広報コンサルタント 

有限会社エンカツ社社長 

財団法人総合安全工学研究所参与 

 中谷内
な か や ち

 一也
か ず や

  同志社大学心理学部教授（社会心理学） 

 増田
ま す だ

 明美
あ け み

 
 スポーツジャーナリスト 

 大阪芸術大学教授 

※首藤委員，樋口委員はご欠席。 

３．当社委員 

氏 名 役 職 

 松井
ま つ い

 三生
み つ お

  中国電力株式会社電源事業本部長（取締役副社長） 

 清水
し み ず

 希
まれ

茂
しげ

  中国電力株式会社島根原子力本部長（常務取締役） 

４．幹事・事務局 

氏 名 役 職 

 苅田
か り た

 知
とも

英
ひで

 中国電力株式会社原子力強化プロジェクト長（取締役副社長） 

 岡田
お か だ

 誠之
せ い し

 中国電力株式会社原子力強化プロジェクト部長 
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第３回

原子力安全文化有識者会議資料

平成２２年１２月２日

資料２



1
会議の論点

■本日の説明資料を踏まえ，下記の点を中心に議論いただきたい。

◇ 再発防止対策の進捗状況

議題１

◇ 第２回有識者会議等でいただい意見についての当社の取り組
み状況

議題２

◇ 第２回有識者会議以降の安全文化醸成施策の進捗状況およ
び有効性評価方法

議題３



再発防止対策他の進捗状況について

議題１
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点検時期を超過した機器【511機器】

511機器については，超過を確認の都度，外観点検・動作確認等
の代替点検を実施。

511機器について異常のないことを確認（4月完了）

なお，発電所は24時間体制での運転監視，日常的な機能確認，１日２回の巡視点
検等を行っている。

１．機器健全性の確認状況

■「点検計画表」に記載されている方法で点検を実施

・２号機 162機器について点検を全て完了し，
健全性を確認（7/27完了）

・１号機 179機器/349機器の点検を完了し，

健全性を確認（11/21現在）
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規

制

要

求

部制の導入による統括機能強化〔 Ｈ22.9.7設置〕部制の導入による統括機能強化〔 Ｈ22.9.7設置〕発電所

本社
経営層

活動状況報告

原子力部門戦略会議

機 能

原子力部門の課題を統括し，

検査制度変更等に対応するた

めの全体計画を策定

構成員

・本社部長，マネージャー

・発電所所長，課長ほか

< 9/12以降の活動実績 >
H22.9.14 第６回開催

H22.11.26 第12回開催

原子力部門戦略会議

機 能

原子力部門の課題を統括し，

検査制度変更等に対応するた

めの全体計画を策定

構成員

・本社部長，マネージャー

・発電所所長，課長ほか

< 9/12以降の活動実績 >
H22.9.14 第６回開催

H22.11.26 第12回開催

活
動
状
況
報
告

原子力安全情報検討会
〔 H22.7.30 設置 〕

機 能

本社，発電所からなる検討会で，

個別の検討課題に連携して対応

構成員
・本社マネージャー，副長
・発電所課長，副長ほか

<9/12以降の活動実績 >
H22.10.12第６回開催

H22.11.19第９回開催

原子力安全情報検討会
〔 H22.7.30 設置 〕

機 能

本社，発電所からなる検討会で，

個別の検討課題に連携して対応

構成員
・本社マネージャー，副長
・発電所課長，副長ほか

<9/12以降の活動実績 >
H22.10.12第６回開催

H22.11.19第９回開催

原子力部門戦略会議 原子力安全情報検討会

〔 H22.7.27 設置 〕

〜〜 〜〜

２．業務運営の仕組み強化



5参考１．原子力部門戦略会議での主な審議内容（第6～12回）

赤字は経営層への協議・報告事項

• 島根3号試運転開始に伴う組織体制等の見直し
• 島根３号機保安規定変更申請などのスケジュール
• ３号初回定検対応検討ＷＧの活動状況
• 島根原子力建設所の発電所移行に関する整理

3号機関係

• 保守管理の不備に関する再発防止対策の各アクションプラン
• 島根原子力発電所における不適合情報の当社ホームページへの公開
• 「島根原子力発電所の点検不備問題に係る原因分析に対する支援活動報告書」（JANTI）の助言に
対する対応方針（案）

• 経営層と社員との意見交換における意見・要望等への対応

再発防止対策関係

• 保修部門の充実・強化（余裕を持って仕事ができるようにする）ＷＧの設置（案）
• 点検計画・計画表見直しＷＧ活動状況
• 業務プロセス改善ＷＧ活動状況

保守業務改善関係

• 島根原子力発電所2号機の今後の対応
• 自治体申入れへの対応

2号運転再開関係

• 原子力安全情報検討会からの報告他
その他
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参考１－１．各会議での審議内容例

技術・発電部門へも部制を導入し，統括機能と連携を強化

島根3号試運転開始に伴う組織体制等の見直しについて（1/2）

〔組織体制見直しのポイント〕

発電所側への３号機設備のスムーズな移行ができるよう，技術部，発電部，

保修部（電気保修）・（機械保修）に，３号機を担当する課長以下のラインを１・

２号担当ラインとは別に設置

保修部の体制

管理スパンを配慮して課長ラインおよび副長以下のラインを設定

• １・２号機を担当している現行の課長ラインを設備別に分割
（保修部を現状の３課から９課体制とし，管理スパンを改善）

•副長以下も管理しやすい体制に検討中
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総務課

保修部
所長

品質保証部

課長 （品質保証）

課長 （原子力研修）
部長

技術部

課長（技術）

課長（燃料技術）

発電部

課長（第二発電）※

副所長
部長

部長

部長

課長

参考１－１．各会議での審議内容例

島根3号試運転開始に伴う組織体制等の見直しについて（2/2）

課長（放射線管理）

課長（建設管理）

品質保証・教育

所内事務，核物質防護

管理業務

課長 （保修技術）

課長 （保修管理）

課長 （計装）

課長 （電気）

課長 （３号電気） ※

課長 （原子炉）

課長 （タービン）

課長 （３号機械）※

課長 （土木建築）

課長（第一発電）

設備の保守・検査対応

発電設備の運転

※ 3号機を担当する課長以下のラインを
1･2号担当ラインとは別に設置
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５１４７４０

１２５

Ｈ２１

設備点検
管理の変遷

保安規定
社内文書

Ｈ２２Ｈ２０Ｈ１９Ｈ１８Ｈ１７Ｈ１６Ｈ１５年度

１２４５０５９

省令改正

１２５８７ ５６ １３４上段：当社（人）
下段：ENT（人）

▼10実用炉規則改正
（品質保証の規制化）

▼5保安規定改正(品質保証)，文書整備

▼12
実用炉規則
改正（安全文化他）

▼5/21 １，２号 点検計画策定

▼4/28 １号 点検計画表制定

▼10/7２号 点検計画表制定

▼5/21 定期事業者検査制度導入 ▼1/1新検査
制度導入

▼2/1 ＥＮＴ解散▼7/1 ＥＮＴ設立

文書見直し

▼2 １号
保全計画策定

▼12 2号

▼1 技術基準を
定める省令６２号

▼９
保安規定改正（再発防止）

ENT設立により保修部門の人員がほぼ半減した状態で，保守管理の制度変更に対応。
H19年度より要員を強化し，人員数は確保したものの，現状，点検不備への対応，2号
定検に加え，1号の定検により業務量が増加しており，本社から応援（12名）を派遣。
今後，若年層の早期育成および業務プロセスの改善による効率化を検討。

保修部門の業務量増への支援要請への対応

（保修部門の人員の推移と対応）

参考１－１．各会議での審議内容例

経営層と社員との意見交換における意見・要望等への対応
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不適合が懸念
されるすべて
の不具合情報

不適合処置の実施

複数のメンバーにより，不適合管
理の要否や管理グレード等を決定

不適合判定検討会
〔H22.8.1設置〕

（不適合管理検討会に替えて設置）

不適合管理を専任で行う担当を設置
〔H22.6.29設置〕

不適合と判定された
事象を全て公開

〔H２２．９．７公開開始〕

教育の実施
不適合管理の必要性や基準について

〔H22年7月末実施〕

担当者が判断せず
迷わず報告

３．不適合管理プロセスの改善（1/2）
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３．不適合管理プロセスの改善（2/2）

不適合管理プロセスの改善

審議件数

不適合件数

不適合管理の実施件数については，8・9・10月合計で305件（前年度合計122件）であっ
た。前年度と比較すると約10件/月から約102件/月に増加している。

改善前は顕在化した不適合を対象としてきたが，改善後は懸念される潜在的な案件の報
告および協力会社等からの報告も受け付けることで，より広く懸案をカバーできる仕組み
として機能している。

今後，不適合案件について設備別の分析等を行い，不適合管理の強化につなげていく。
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１．監査実施日

平成２２年９月２９日 ，１０月１日，１３日，１４日，２７日，２８日

２．監査対象箇所

電源事業本部（原子力），電源事業本部（原子力品質保証），島根原子力発電所

原子力強化プロジェクト， 島根原子力本部

３．監査項目と確認内容

業務手順書の見直し → 見直しは完了，改正後の手順書により業務を遂行。

原子力部門の業務運営の仕組み強化 → 原子力部門戦略会議が，業務運営上の重

要課題を決定し，アクションプランの有効性評価を実施。

不適合管理プロセスの改善 → 不適合判定検討会を毎日開催，軽微なものまで情報

を確認し，判定基準により不適合判定を実施。

原子力安全文化醸成活動の推進 → 原子力安全文化醸成活動が計画通りに進めら

れ，地元や有識者会議等，第三者からの意見・提言を醸成活動に有効的に活用。

点検計画表に関する取り組み → 点検計画表は修正を終え，ＥＡＭを活用したより適

切に管理できる点検計画表への見直しを検討中。

保安規定変更申請，ＱＭＳ文書展開 → 保安規定変更認可を受領しＱＭＳ文書の変

更を適切に実施。

４．内部監査による再発防止対策の実施状況評価 （1/2）
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４．要望事項

見直し版点検計画表によるＥＡＭへの適用は，確実な体制，手順に基づき実施するこ

とを要望する。

発電所部制導入後の評価を行い，島根３号機営業運転に向けた発電所組織見直しへ

の反映を要望する。

４．内部監査による再発防止対策の実施状況評価 （2/2）

【 前回報告時の要望への対応状況 】

原子力安全情報検討会の確実な運営のため関係手順書の適正化を提言

→ ２次文書と３次文書の記載重複箇所を整理し，手順書の記載の適正化に向け

検討していることを確認した。

教訓を島根３号に生かすために再発防止活動への建設所員の関与を提言

→点検計画表検討ＷＧに建設所員もメンバーとして参画していることを確認した。

また，ＷＧの議事録を建設所各課へ回付していることを確認した。

【 その他の対応 】
本社原子力考査部門２名が，発電所運営状況を現地で確認中。

（１１／８～１２／１７）



13５． 島根原子力発電所２号機の運転再開について

９月６日，国から島根原子力発電所における保守管理・品質保証体制や２号機

の機器の健全性について，安全上の問題はないことを確認し，２号機の運転再

開にあたっても安全上の問題はないものと判断いただき，保安規定の変更に対

して認可を受けた。（既報）

１０月１８日松江市，１９日島根県から島根原子力発電所 ２号機の運転再開に

ついて判断をいただくとともに，再開に向けての申入れ文を受領。

上記を踏まえ，当社として運転再開について表明するとともに， 島根原子力発

電所２号機第１６回定期検査の定期検査申請内容変更の届出を行なった。

（平成２２年１０月２１日）

島根２号機は１２月上旬発電開始予定。

１号機は１１月８日から第29回定期検査を開始した。
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参考２．松江市からの申し入れ

地域に密着した企業経営を実施し，地域との共存共栄の
取り組みを強化します。また，原子力発電所の運営に対
する理解，信頼を一層深めるため，市民や行政の行う取
り組みや事業に積極的に参加・協力してまいります。

地域に密着した企業経営を実施し，地域と共生して
いく取り組みを強化するとともに，原子力発電所の
立地に対する理解，信頼を一層深めるため，市民
や行政の行う取り組みや事業に積極的に参加・協
力すること。

情報提供については，今回の問題を受けた再発防止
対策の実施状況や定着状況はもとより，保守管理の
仕組みに係る改善状況など，発電所の安全性・信頼性
を更に向上させる取り組みについても積極的に公開し
ていきます。 また，広報活動については，わかり易い
効果的な情報をお届けするなど充実に努めてまいりま
す。

今回の問題を受けた再発防止対策の実施状況や
定着状況はもとより，発電所の安全性・信頼性を更
に向上させる取り組みなどについて，広報活動を強
化し市民に対して積極的に情報提供を行うこと。

社内はもとより協力会社に対しても，人的・組織的コミュニ
ケーションの改善を図ると共に，品質保証に関する教育
の実施により理解を向上させるなど，保守管理を充実さ
せる取り組みを継続して行ってまいります。

社員はもとより協力会社を含め，人的・組織的コミュ
ニケーションや品質保証に対する理解の向上を図
るなど，保守管理を充実させる取り組みを継続して
行うこと。

再発防止の対策については，社長のトップマネジメント
ならびに経営層の責任と強い関与のもと，計画・実行・
評価・改善のサイクルをまわして継続的に改善・定着
させていきます。特に安全文化醸成活動については，
社外の視点も取り入れて，継続的に社員の意識の向上に
努めてまいります。

再発防止対策については，社長のトップマネジメン
トのもと確実に実施，定着させること。特に安全文
化醸成活動については，経営層の積極的な関与の
もと，社員の安全文化に対する意識を改善する取り
組みを継続して実施し，充実させること。

当社からの回答内容松江市からの申し入れ内容
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参考３．島根県知事からの申し入れ

再発防止対策の実施状況や定着状況につい
て，今後も適宜ご報告させて頂きます。

県においても，再発防止対策の実施状況や
定着状況を継続的に確認していくので，適
宜，進捗状況等を報告すること。

再発防止対策や発電所の状況等について積
極的に情報公開し，分かりやすい説明に努め
てまいります。

中国電力の対応状況などについて，積極的
な情報公開を行なうとともに，対外的に分か
りやすく説明すること。

ご提案のあった島根県や松江市，住民の皆様
に対するご説明の場において，再発防止対策
の実施状況等についてご説明させて頂くととも
に，意見交換についても積極的に参加いたし
ます。

今後，中国電力及び国から島根県，松江市
及び住民に対して状況を説明し，意見交換
する場を設けるので，適切に対応すること。

当社と協力会社が一体となって再発防止対策
を確実に実施していくとともに，社外の視点も
取り入れて定期的に評価を行い，継続的な改
善を図っていくことで適切かつ安全な運転に
努めてまいります。

今後は，国の厳格な指導・監督を受け，関係
会社を含め全社を挙げて再発防止対策を確
実に実行していくとともに，効果などの検証
も行い，改善すべき点があれば改善を図り，
適切かつ安全な運転に努めること。

当社からの回答内容島根県からの申し入れ内容



第２回有識者会議等でいただいた意見についての当社の取り組み状況

議題２

第２回有識者会議意見等の反映状況について
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点検不備問題の要因が要員不足にあったことを考えれば，原因箇所の補強をすべき。ス

ピードを持った対策が必要。※１ 【要員と業務量のバランス】

情報公開は，点検不備がシステム全体にどのように影響したかなどをわかりやすく説明す
る工夫を。※２ 【情報公開】

不適合管理は，件数のみでなく内容や質についても分析し，評価することが仕組みの検証
には有効。※３ 【不適合管理】

社内の安全文化醸成は，ルールの整備とその遵守から始まる。制度や仕組みをしっかり
すべき。 【制度・仕組みの整備】

→ 業務手順書類の整備，再発防止対策の保安規定への反映ほか

戸別訪問は継続して実施することが大事。また，地元自治会や公民館へも出向いて話を
してもらいたい。 【地域視点の業務運営】

→ 戸別訪問，地域行事への参加を継続実施ほか

→ ： ご意見と現在進めている施策との対応

第２回会議（9/12）の意見・提言については概ね対応済みであるが，以下の点について更
なる充実が必要。
※１ 当面１号機の定検に向けて本社等からの応援
※２ 情報公開にあたっては分かり易い説明
※３ 不適合管理の内容や質についての評価・検証

１． 第２回原子力安全文化有識者会議での主な意見・提言
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一応防止対策はできた。今後，それが着実に実施されていくことが一番大事だと考えてい
る。そのためには，社員の意識がそういう方向に変わってもらわないといけない。 ※
【再発防止対策の定着化】 【社員意識の変革】

→責任者を明確にして確実に実行し，経営層に報告し改善する仕組みを構築

→社員自らによる再発防止行動基準の策定ほか

３年前土用ダム問題があった時も，安全文化の醸成が必要だと言っていたが，残念ながら

定着してなく，今回このような問題が起きた。安全文化を中心とした防止対策が着実に実
施されることが大切。 ※ 【安全文化の醸成】

→ 「報告する文化」「常に問いかける姿勢」を中心に不十分な点についての施策

を充実・強化

ホームページを見て，情報を得ている。月に２回更新があり，よく情報公開されていると一
応の評価はしている。しかし，専門用語もあり，分かりにくく，伝わってこない面もある。 ※

【情報公開】

→ ：ご意見と現在進めている施策との対応

地元説明会（9/25･26）における意見・提言についても概ね対応済であるが，以下の点につ
いて更なる充実が必要。
※ 意識の定着化，土用ダム問題後の取組み，情報公開について分かり易い
説明が必要

２． 地元説明会での主な意見・提言



19３．有識者会議，地元説明会等での意見を踏まえた対応

○風化防止，社外へ決意を表すための展示物類の充実 （点
検不備問題のパネルの充実，決意を表す彫像の設置等）
【１０月１４日からモニュメント検討委員会を立ち上げ検討中】

○ PC初期画面等へ行動基準等ﾒｯｾｰｼﾞを掲載【12/1から実施中】

○管理職から地域行事参加の声掛け 【11/11から実施中】
○スローガンの募集範囲を協力会社へ拡大 【次回スローガン
募集時に実施】

○提案者だけでなく，社内イントラネットを通じて結果を社員へ
公表し，改善提案を喚起 【１２月上旬実施予定】

○件数把握に加え，内容，質，情報提供者に偏りがないかな
どについて分析

主な工夫・改善概要

忘れないためのモニュメント

ｸﾞﾙｰﾌﾟ毎の行動基準策定・掲示

地元行事への積極的な参加

スローガンの掲示

経営層と所員等の意見交換から

出た意見に組織として対応し，結
果を提案者へフィードバック
すべての不具合情報を迷わず報
告（不適合管理の仕組みの改善）

主な施策

全
社
共
有

風
化
防
止

問
い
か
け
る

姿
勢

報
告
す
る

文
化

○不適管理の情報に機器の重要度を追加解説 【１２月実施予定】

○ 『安全文化』の１４要素等ホームページで解説 【１２月実施予定】

分かりやすい情

報公開

○当面，１号機定検の対応として本社等からの応援を実施 【11月10日から実施中】要員と業務量の

バランス

第２回有識者会議や地元説明会での意見・提言を基に，以下の点については更に充実

を図る必要があるため，検討を進めている。

安全文化醸成施策についても以下のとおり充実を図るための検討を進めている。



第２回有識者会議以降の安全文化醸成施策の

進捗状況および有効性評価方法

議題３

原子力安全文化醸成施策について
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１月１２月 ３月１１月９月７月６月 ２月１０月８月

[凡例]

☆□：計画

★■：実績

★6/29
設置

★8/1
第１回

★9/12

第２回
★12/2
第３回

☆
第４回

第１回 第２回

役員事業所訪問

協力会社ヒアリング・訪問

★ ☆安全文化醸成研修会 ☆

地元戸別訪問等への参加

全戸訪問等

見学会の対応・同席

再発防止実施状況・スローガンの掲示

第３回

１．原子力強化ＰＪの安全文化醸成施策の進捗状況

行動基準の制定

地元意見の職場共有

地元行事への積極参加

有識者会議

役員と発電所員の意見交換 ★★ ★ ★

全社話し合い研修

職場話し合い研修

ＳＮＳ（わいがやＥ－ねっと）運用 試行準備 運用試行

☆
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１－１．第２回職場話し合い研修

本
部
・発
電
所
・建
設
所

個人毎に，これから自
分はどのように行動
していくのかを定めた
『行動基準』
を策定予定。

第１回で出た意見，有識者
会議の意見や社長の思い
（マネジメントレビュー），総
点検時の他部門応援者の
声を基に，社外とのコミュニ
ケーションの活性化につい
て話し合い研修を実施。

この度の事象に対し
て当社に寄せられた
約５６０件のご意見の
内，発電所の業務運
営に関連が深い，３０
件のご意見を基に，
話し合い研修を実施｡

活
動
概
要

１０ ／１～１２／
（約80ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

第２回

７／２３～９／３
（約80ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

第１回 第３回

１２月頃
実施
時期

■第１回話し合い研修では，お客さまのご意見・ご要望から，当社がお客さまに
どのような不安や不信感を与えたか，自分たちはこれからどう行動していくべき
かを話し合った後，グループ毎の「行動基準」を策定した。

■第２回話し合い研修では，第１回で意見の多かった社外とのコミュニケーション
の活性化について，所員，有識者会議の意見等も参考に，自分たちに何がで
きるか・何をせねばならないか，の観点で話し合った。
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１－２．役員と発電所員の意見交換とそのフィードバック

提案者だけでなく，社内イントラネットを通じて結果を社員へ公表し，改善提案を
喚起する仕組みの構築を進めている。

役員と発電所員の意見交換等から展開された具体的施策の例
・ＯＢを採用し，教育担当要員として活用
・長期経営計画策定業務の簡素化

原子力部門
戦略会議

対策検討・
実施箇所

原子力

品質保証部

役員と発電所員
の意見交換

発電所員

意見報告

取り扱い
審議・指示

検討・実施依頼

結果報告

開催

意見纏め

更新

原子力部門ＨＰ
閲覧

意見

更新通知

管理表
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１－３．全社話し合い研修

今回の問題を島根原子力発電所だけのものとして考えずに全社の問題として
受け止め，全社をあげて「原子力安全文化醸成活動」を推進し，安全文化の大切
さを共有するとともに，地域やお客さまの視点から自分の業務を再点検する契機
とするため，お客さまのご意見・ご要望等をもとに，話し合い研修を実施中。

〔目 的〕

（１）今回の点検不備問題やこれに対するお客さまからの声等について，どう受け
止めるか。

（２）当社や自所に対する社会からの要請は何か。それに応えていくために，今後
どう取り組んでいくか。

〔視点〕 ① 望ましくない情報等を懸念なく報告できる職場の雰囲気になっているか。

② 地域社会やお客さまの視点から，業務のあり方やルールそのもの等について，

常に問いかけているか。

③ 原子力の重要性や原子力安全文化の大切さについて，共有できているか。

〔話し合いのテーマ〕

各職場単位で実施

〔実施事業所：本社，支社(5)，営業所等(32)，発電所等(12)，電力所等(38)〕

実施期間：１１月１日～１２月末
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２．原子力部門の安全文化醸成施策の進捗状況

原子力部門においては，原子力安全文化の浸透を図るため，従来から各部所で共通的に実
施する施策を定め実施している。

Ｈ２２年度の島根原子力発電所での実施状況は以下のとおり計画的に進めている。

上記以外に，島根原子力発電所では，不適合管理の最適化・情報公開，風通しの良い組
織，いきいきとした職場に向けた独自の施策に取り組んでいる。

業務に必要な知識・技能・経験を明確化
し，実務に役立つ実効的な教育の実施

Ｈ２１年度の「ＱＭＳ文書改善活動」で洗
い出した文書・ルールの要改善箇所の
中長期課題について，各部所の業務実
態に応じた，改善計画の策定（改善は
H23年度～）

法令・規制要求への遵守を確実にする
ための手続きの実施

・技術課が企画する原子力エネルギー
安全月間講演会への参加
・電源事業本部が企画する安全文化講
演会への参加

・コンプライアンス強調月間の研修
・社員意識調査を踏まえた話し合い

実施計画

・教育・訓練実施率：５１％ （上期実
績）
（４５コース／８８コース）

・各課で検討中

・遵守率：１００％（上期実績）
（２４０件）

・実績・予定
１０月２１日技術課主催の講演会
１２月３日安全文化研修会（予定）

・実施中

実施状況

安全文化講演会への
参加

法令・規制要求事項等へ
のルール遵守

コンプライアンス教育の実
施

力量制度に基づく教育の
実施

ＱＭＳ文書の継続的
改善

安全文化醸成 共通施策
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３．施策の有効性評価の方法（１／４）

プロジェクト個別施策に対する参加者アンケート結果等，および「常に問いかける姿勢」「報告する文
化」に関連する原子力安全文化アンケート結果等により評価を行う。また，これらの結果を原子力安
全文化有識者会議にインプットし，第三者の視点で評価を受ける。

また，施策の実施状況・有効性評価については，考査部門による確認・評価も受けている。

・あなたは，法令や社内ルールに反する行為を見かけたとき，上司や社内担当部所に報
告・相談していますか。
・あなたの担当では，自由に意見を言える場があり，仕事のことを活発に話し合っていま
すか。
・あなたは，本社と現場とのコミュニケーションは円滑に行なわれていると感じています
か。

報告する文
化

・あなたは，自ら進んで，地域の方々のご意見を聞こうと努めていますか。 ※

・あなたの担当では，地域の方々の思いが職場で共有されていると感じますか。 ※
地元との対
話活動

・あなたの上長は，「問題を先送りせず，積極的に正そう」という部下の姿勢を評価してい
ますか。
・あなたの担当部所では，改善にチャレンジする姿勢が実践され，定着していると感じま
すか。
・あなたは，前例に疑問を感じても，前例どおりに業務を行なうことが多いですか。

常に問いか
ける姿勢

設 問 例

Ｈ２１年度：Ｈ２１．４， Ｈ２２年度：Ｈ２２．７Ｈ２１年度：Ｈ２１．１０， Ｈ２２年度：Ｈ２２．１１

職場実態・社員意識調査（全社）原子力安全文化アンケート（原子力部門）

※Ｈ２２年度原子力安全文化アンケートから新設



27３． 施策の有効性評価の方法（２／４）

地
元
の
方
々
と
の
対
話
活
動
の
充
実

行動基準の制定

「常に問いかけ
る姿勢」に関連
する原子力安
全文化アン
ケート結果等

地元との対話
活動に関連す
る原子力安全
文化アンケート
結果等

・研修実施回数
・アンケートの肯定意見率※１
（70%以上）
・個人ごとの行動基準の策定
率（100%）
・グループごとの行動基準の策
定率（100%）
・職場共有の実施状況確認（１
回／月）

職場話し合い研修・ ルールどお
り行わないこ
とが，地域の
信頼を失うこ
とになるという
認識を醸成す
る。
・ 所員一人
ひとりが自ら
の業務の重要
性，ルールど
おり業務を行
うことの大切
さについて問
いかける姿勢
を醸成する。

常
に
問
い
か
け
る
姿
勢
を
醸
成
す
る
た
め
の
施
策

・参加者アンケートにおける肯
定意見率※２ （70%以上）

見学会の対応・同席

地元意見の職場共有

・参加行事数，参加者数地元行事への積極参
加

全戸訪問

地元戸別訪問等への
参加

評価方法施策目的・狙い

※１ 相互理解や安全文化の意識が深まるなど話し合い研修の効果に対する肯定的な意見の占める割合。

※２ 地域との共生意識が高まるなど施策の効果に対する肯定的な意見の占める割合
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３． 施策の有効性評価の方法（３／４）

・研修会実施回数
・アンケートの肯定意見率※３
（70%以上）

安全文化醸成
研修会

・運用開始SNS（わいがや
E－ねっと）の
運用

評価方法施策目的・狙い

「報告する文
化」に関連する
原子力安全文
化アンケート結
果等

・意見交換実施回数
・提出意見の検討・フィードバック
状況

役員と発電所
員の意見交換

・ 「悪い情報は言い出
さない，言っても改善さ
れない」との意識の改
善を図る。
・ 「問題を言い出した
人が自ら改善に取り組
むことになり，忙しくな
る」との懸念を解消す
る。
・ 業務が忙しい時で
も，気軽に気づいたこ
とを発信できる場をつく
る。

報
告
す
る
文
化
を
醸
成
す
る
た
め
の
施
策

※３ 安全文化に対する理解の深まり等研修会の効果に対する肯定的な意見が占める割合。
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３． 施策の有効性評価の方法（４／４）

・実施回数原子力安全文化有識者会議の設置・開催

・施策の実施「原子力安全文化
の日」制定・実施・
社長メッセージ発
信等

評価方法施策目的・狙い

・ヒアリング実施率（100%）
・訪問実施率（100%）

関係・協力会社ヒ
アリング・事業所
訪問

・実施率（100%）全社話し合い研修

・実施率（100%）役員事業所訪問

・施策の実施再発防止策実施
状況・スローガン
の掲示

・今回の教訓を風化さ
せることなく，地域・社
会の信頼あっての原子
力発電所という原点に
立ち返り，原子力安全
文化の大切さを全社で
共有する。
・風化させない風土を
醸成する。

全
社
共
有
・
風
化
防
止
の
た
め
の
施
策
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